
 

佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

◎
佐
賀
県
条
例
第
二
十
号 

 
 
 

佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」 

 

と
い
う
。） 

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
保
育
所
に
係
る
県
基
準
等
） 

第
三
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及 

 

び
運
営
に
つ
い
て
の
基
準
（
以
下
「
県
基
準
」
と
い
う
。） 

の
う
ち
保
育
所
に
係
る
も
の 

 

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

食
育
を
推
進
す
る
た
め
に
、
規
則
で
定
め
る
食
育
推
進
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、 

 
 

食
育
推
進
担
当
者
を
配
置
す
る
こ
と
。 

 

二 

職
員
及
び
入
所
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。）
に
対
し
、 

 
 

環
境
の
保
全
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
育
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

乳
児
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
あ
っ
て
は
、
保
健
師
又
は
看
護
師
を
配
置
す
る
よ
う 

 
 

努
め
る
こ
と
。 

 

四 

障
害
の
あ
る
乳
幼
児
の
保
育
に
つ
い
て
は
、
一
人
一
人
の
発
達
の
過
程
及
び
障
害
の 

 
 

状
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
適
切
な 

 
 

環
境
の
下
で
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

五 

乳
幼
児
の
食
事
を
調
理
す
る
者
（
調
乳
す
る
者
を
含
む
。） 

に
対
し
、
検
便
に
よ
る 

 
 

健
康
診
断
を
実
施
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
育
所
に
係
る
県
基
準
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及 

 

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い 

 

う
。） 

で
定
め
る
基
準
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
保
育
士
の
員
数
の
算
定
に
つ
い
て 

 

は
、
乳
児
四
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
（
乳
児
四
人
以
上
六
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る 

 

保
育
所
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
保
育
所
に
限
る
。） 

に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
育
所 

 

に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
を
、
一
人
に
限
っ
て
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き 

 

る
。 

３ 

知
事
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
保
育
所
に
お
い 

 

て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
等
に
対
し
、
保
育
所
の
名
称
、
保
育 
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所
で
行
わ
れ
る
保
育
の
内
容
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
周
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
児
童
厚
生
施
設
に
係
る
県
基
準
）

第
四
条

県
基
準
の
う
ち
児
童
厚
生
施
設
に
係
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

児
童
館
そ
の
他
の
屋
内
の
児
童
厚
生
施
設
に
は
、
集
会
し
、
遊
戯
し
、
図
書
を
閲
覧

し
、
及
び
静
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
並
び
に
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

二

前
号
の
場
所
及
び
便
所
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
乳
幼
児
の
利
用
に
配
慮
し
、
施
設

の
改
善
及
び
備
品
等
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
厚
生
施
設
に
係
る
県
基
準
は
、
省
令
で
定
め
る
基

準
と
す
る
。

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
五
条

次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
を
、

当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
県
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

児
童
福
祉
法
施
行
令
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
保
育
士
登
録
証
の

再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

三

児
童
福
祉
法
施
行
令
（

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七

十
四
号
）
第
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
保
育

士
登
録
証
の
書
換
え
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

法
第
十
八
条
の
十
八
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
保

育
士
の
登
録
を
申
請
す
る

者
一

法
第
十
八
条
の
八
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
く
保
育

士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

納
付
義
務
者

保
育
士
登
録
証

再
交
付
手
数
料

保
育
士
登
録
証

書
換
え
交
付
手

数
料

保
育
士
登
録
申

請
手
数
料

保
育
士
試
験
手

数
料 名

称 手

数

料
千
百
円

千
六
百
円

四
千
二
百
円

一
万
二
千
七
百

円

額

再
交
付
申
請
の

と
き

書
換
え
交
付
申

請
の
と
き

登
録
申
請
の
と

き 受
験
申
込
み
の

と
き 納

付
時
期
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２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
表
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
係
る
事

務
を
、
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」

と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
手
数
料
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関

の
収
入
と
す
る
。

（
手
数
料
の
減
免
）

第
六
条

知
事
は
、
災
害
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
手
数
料

を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
の
還
付
）

第
七
条

既
納
の
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
申
込
者
又
は
申
請
者
の
責
め
に
よ

ら
な
い
で
当
該
手
数
料
に
係
る
事
務
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
八
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

規
則
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
育
所
に
係
る
県
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
届
出
を
し
た
保
育
所
及
び
同
条
第
四

項
の
認
可
を
受
け
た
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年

間
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
県
基
準
を
適
用
し
な
い
。

（
佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

３

佐
賀
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
第
九
十
六
号
か
ら
第
九
十
六
号
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

削
除

九
十
六

削
除
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別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

改

正

後

参
考
資
料

附
則
第
三
項
（
佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）
に
係
る
新
旧
対
照
表

八
〜
十
七

略

七

削
除

一
〜
六
の
四

略

手

数

料

備
考

略

九
十
七
〜
四
百
九
十
四

略

九
十
六

削
除

一
〜
九
十
五
の
七

略

事

務

納

付

義
務
者

名

称
手

数

料

指
定
試
験
機
関
等

額

納

付

時

期

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

八
〜
十
七

略

七

別
表
第
一
第
九
十

六
号
に
掲
げ
る
手
数

料
一
〜
六
の
四

略

手

数

料

備
考

略

九
十
七
〜
四
百
九
十
四

略

九
十
六
の
四

児
童
福
祉
法

施
行
令
第
十

八
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
く
保
育
士

登
録
証
の
再

交
付

九
十
六
の
三

児
童
福
祉
法

施
行
令
（
昭

和
二
十
三
年

政
令
第
七
十

四
号
）
第
十

七
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
く
保
育
士

登
録
証
の
書

換
え
交
付

九
十
六
の
二

児
童
福
祉
法

第
十
八
条
の

十
八
第
三
項

の
規
定
に
基

づ
く
保
育
士

の
登
録
の
申

請
に
対
す
る

審
査

九
十
六

児
童

福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年

法
律
第
百
六

十
四
号
）
第

十
八
条
の
八

第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く

保
育
士
試
験

の
実
施

一
〜
九
十
五
の
七

略

事

務

保
育
士

登
録
証

の
再
交

付
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 保
育
士

登
録
証

の
書
換

え
交
付

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

保
育
士

の
登
録

を
申
請

す
る
者

保
育
士

試
験
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

納

付

義
務
者

保
育
士

登
録
証

再
交
付

手
数
料

保
育
士

登
録
証

書
換
え

交
付
手

数
料

保
育
士

登
録
申

請
手
数

料 保
育
士

試
験
手

数
料

名

称
手

数

料

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関

指
定
試
験
機
関
等

千
百
円

千
六
百
円

四
千
二
百
円

一
万
二
千
七
百
円

額

再
交
付

申
請
の

と
き

書
換
え

交
付
申

請
の
と

き 登
録
申

請
の
と

き 受
験
申

込
み
の

と
き

納

付

時

期

改 

正 

前
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